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第２編 利用料
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第１章 利用料について

・商品、食品、各種ポスター、チラシ等の広告物に利用する場合で、株式
　会社あるあるＣｉｔｙが定めるデザイン（イラスト、写真を問いません。）
　をそのまま利用される場合には、当分の間は無料（今後変更になる場合が
　あります。）で利用できます。


